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平成２１年第１回鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会 会議録 

 

平成２１年２月１９日（木） 午後２時 開議 

 

○ 議事日程 

日程第１  諸般の報告 

日程第２  議席の指定 

日程第３  会議録署名議員の指名 

日程第４  会期の決定 

日程第５  議長の選挙 

日程第６  議会運営委員の選任 

日程第７  議案第１号「鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部改正について」から議案第８号「平成２１年度鳥取県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療特別会計予算」まで【提案理由説明】 

日程第８  平成２０年陳情第９号「後期高齢者医療制度による被扶養者の軽減措置等に

ついて」及び平成２１年陳情第１号「後期高齢者医療制度被保険者への資格

証明書交付についての陳情書」【審査結果の報告、質疑、討論、採決】 

日程第９  議案第１号「鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部改正について」から議案第８号「平成２１年度鳥取県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療特別会計予算」まで【質疑、討論、採決】 

日程第１０ 議案第９号「鳥取県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につき議会の同

意を求めることについて」【提案理由説明・質疑・討論・裁決】 

日程第１１ 議会閉会中の継続調査申し出 

 

○ 本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１１まで議事日程に同じ。 

 

○ 出席議員（２０名） 

１ 番 中島 規夫  君  ２ 番 房安 光   君  ３ 番 谷口 秀夫  君 

４ 番 中村 昌哲  君  ５ 番 中田 利幸  君  ６ 番 段塚 廣文  君 

７ 番 南條 可代子 君  ８ 番 廣谷 直樹  君  ９ 番 谷川 輝久  君 

１０番 西川 憲雄  君  １１番 松田 秋夫  君  １２番 牧田 武文  君 

１３番 松本 繁   君  １５番 阪本 和俊  君  １７番 鹿島 功   君 

１８番 細田 元教  君  １９番 西郷 一義  君  ２０番 福原 實   君 

２１番 佐々木 秀明 君  ２２番 池田 成弘  君 

 

○ 欠席議員（２名） 

１４番 福本 宗敏  君  １６番 橋井 満義  君 

 

○ 説明のため出席した者の職氏名 

広域連合長 竹内 功  副広域連合長 榎本 武利 

事務局長 西山 秀雄  業務課長 宮脇 収 
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○ 職務のため出席した者の職氏名 

書記長 田中 弘之  書記 香川 佐織  書記 三谷 浩仁 
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午後２時 開会 

 

開 会 

 

【西郷一義 副議長】 

開会いたします。 

ただいまから、平成２１年第１回鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会いた

します。 

現在の出席議員は２０人で、定足数に達しております。 

ただちに本日の会議を開きます。 

日程に先立ちまして、報告事項がありますので、書記長に報告させます。 

 

【田中弘之 書記長】 

ご報告いたします。 

福本宗敏議員、橋井満義議員から所用のため本日の会議を欠席する旨の届出がありまし

た。 

以上、報告を終わります。 

 

【西郷一義 副議長】 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

日程第１ 諸般の報告 

 

【西郷一義 副議長】 

日程第１、諸般の報告を行います。 

まず、議員の異動について報告いたします。 

鳥取市議会選出の上杉栄一議員、上紙光春議員、谷口秀夫議員から平成２１年１月１４

日付で辞職願が提出され、同日付で辞職を許可いたしました。 

欠員に伴う鳥取市議会選出議員は、平成２１年１月１５日に鳥取市議会において選挙が

行われ、中島規夫議員、房安光議員、谷口秀夫議員が選出されました。 

次に、２月１３日までに受理した陳情は、お手元に配付の陳情文書表のとおり議会運営

委員会に付託いたしましたので、報告いたします。 

次に、監査委員から報告のありました例月出納検査の結果報告書については、お手元に

配付のとおりであります。 

以上、諸般の報告を終わります。 

 

日程第２ 議席の指定 

 

【西郷一義 副議長】 

日程第２、議席の指定を議題といたします。 

今回新しく選出された議員の議席は、会議規則第４条の規定に基づき、中島規夫議員を

１番に、房安光議員を２番に、谷口秀夫議員を３番にそれぞれ指定いたします。 
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日程第３ 会議録署名議員の指名 

 

【西郷一義 副議長】 

日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会中の会議録署名議員は、７番、南條可代子議員、１８番、細田元教議員を指名

いたします。 

 

日程第４ 会期の決定 

 

【西郷一義 副議長】 

日程第４、会期の決定を議題といたします。 

本定例会の会期は、本日１日にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」というものあり） 

 

【西郷一義 副議長】 

ご異議なしと認めます。 

したがって会期は本日１日に決定いたしました。 

 

日程第５ 議長の選挙 

 

【西郷一義 副議長】 

日程第５ 議長の選挙を行います。 

現在、議長が欠員となっております。これより、議長の選挙を行います。 

おはかりいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定に基づき、指名推選により

たいと思います。ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」というものあり） 

 

【西郷一義 副議長】 

ご異議なしと認めます。 

したがって、選挙は指名推選により行うことに決定いたしました。 

おはかりいたします。 

指名については、副議長が行うことにしたいと思います。ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」というものあり） 

 

【西郷一義 副議長】 

ご異議なしと認めます。したがって、副議長が指名することに決定いたしました。 

議長に１番、中島規夫議員を指名いたします。 
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ただいま副議長が指名した中島規夫議員を議長の当選人と定めることにご異議ありませ

んか。 

 

（「異議なし」というものあり） 

 

【西郷一義 副議長】 

ご異議なしと認めます。したがって中島規夫議員が議長に当選されました。 

ただいま議長に当選された中島規夫議員が議場におられますので、会議規則第３２条第

２項の規定に基づき、当選の告知をいたします。 

ここで議長に当選されました中島規夫議員のごあいさつをお願いいたしたいと思います。 

中島議員、よろしくお願いします。 

 

[中島規夫 議長 登壇] 

 

【中島規夫 議長】 

ただいまご推挙受けました鳥取市議会の中島でございます。 

この後期高齢者の問題は、若年も高齢の方の医療費の問題は、全国的な問題でございま

す。多くの問題を抱えておりますが、この鳥取県におきましては、この広域連合が執行部、

議会そして事務局が担っていくことになっております。この問題に真摯に取り組んでいき

たいと思います。 

どうか皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

どうも本日はありがとうございます。 

 

[中島規夫 議長 登壇] 

 

【西郷一義 副議長】 

ありがとうございました。 

ここで、議長の職務を交代いたします。 

中島議長、議長席にお着き願います。 

 

[西郷一義 副議長 退席・中島規夫 議長 着席] 

 

【中島規夫 議長】 

議事を続行します。 

 

日程第６ 議会運営委員の選任 

 

【中島規夫 議長】 

日程第６、議会運営委員の選任を議題とします。 

欠員中の議会運営委員の選任については、委員会条例第４条の規定に基づき、２番、房

安光議員を指名したいと思います。 

ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

ご異議なしと認めます。したがってそのように決定しました。 

 

日程第７ 議案第１号から議案第８号 

【提案理由説明】 

 

【中島規夫 議長】 

日程第７、議案第１号「鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部改正について」から議案第８号「平成２１年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計予算」まで以上８案を一括して議題とします。 

提出者の説明を求めます。竹内広域連合長。 

 

[竹内功 広域連合長 登壇] 

 

【竹内功 広域連合長】 

議案の説明に先立ち、一言ごあいさつ申し上げます。 

議員の皆様方には、お忙しい中ご参集賜り、誠にありがとうございます。 

また、本広域連合の運営につきましては、日ごろからご理解とご協力をいただき、厚く

お礼を申し上げます。 

さて、昨年４月に後期高齢者医療制度の運用が開始され間もなく１年になろうとしてお

ります。この間、高齢者の方々を始めとして各界・各層の皆様から様々なご意見・ご批判

を受けて、政府・与党においては、新たな保険料負担の軽減策や自己負担の見直しなどを

実施するとともに、５年後としていた制度の見直しを前倒しして検討しております。 

現在、広域連合では、本年４月から実施される所得の低い方を対象とした新たな保険料

の軽減対応などについて、関係機関と連携を図りながら実施の準備を進めるとともに、高

齢者の方々への周知に努めているところでございます。 

今後とも、県下１９市町村と連携しながら、制度の円滑な運営が図られるよう努めてま

いりますので、議員各位のより一層のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいた

します。 

それでは各議案につきまして、ご説明申し上げます。 

議案第１号「鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に

ついて」でございます。 

この条例は、平成１９年１１月に制定したものを、制度の円滑な運営を図るため平成２

０年７月に改正し、保険料追加軽減を規定しているところですが、平成２１年度において

もなお一段の軽減を行う必要があるとの政府・与党の見直し方針が示され、所要の整備を

行うものであります。 

内容は平成２１年度において、被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の激変緩

和措置の継続、所得の少ない者に係る均等割額の減額及び所得割額の減額措置について規

定するものであります。 

- 6 - 



次に議案第２号「鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例

の一部改正について」でございます。 

この条例は、平成２０年２月に平成１９年度に交付された高齢者医療円滑導入臨時特例

交付金を、基金において管理及び処分すると規定しているところです。 

このたび、議案第１号の被保険者の激変緩和措置等に対する財源として高齢者医療制度

円滑運営臨時特例交付金が交付されることになることから、これを積み立てる基金の管理

の内容について、規定するものでございます。 

次に議案第３号「鳥取県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例の一部改正につい

て」でございます。 

これは、当広域連合の休日のうち、年末又は年始における日を１２月２９日から翌年１

月３日までに改正するものでございます。県及び県内１３の市町村で、１２月２９日から

翌年１月３日までを休日と規定しており、業務を円滑に行うため、それにあわせるもので

あります。 

次に議案第４号「鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について」でございます。 

これは、昨年８月に人事院勧告が出され、国家公務員の勤務時間が短縮されることにな

りました。県及び県内１１市町村においても、職員の勤務時間が短縮される予定でありま

す。本広域連合の職員は、県及び県内の市町村等の職員を派遣していただいております。

職員を派遣していただく際の労働条件等に支障がでないよう、勤務時間を短縮する市町村

等の状況にあわせるためのものでございます。 

次に議案第５号「平成２０年度鳥取県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２

号）」でございます。 

これは歳入歳出をそれぞれ、４６２万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

５，５５５万５千円に変更しようとするものでございます。 

歳入につきましては、１１款「分担金及び負担金」は、市町村負担金の減額でございま

す。 

歳出について、１款「議会費」は、会議録の作成を事務局で行うことなどによる経費の

節減と、不用額が生ずる見込のある経費について、減額するものでございます。 

２款「総務費」、１項「総務管理費」は、派遣元職員給与、手当、共済組合等負担金の減

額、庁舎管理負担金の減額など、事務局の運営に要する経費が当初の予定を下回る見込と

なったため、減額するものです。 

４項「選挙費」についても、実施見込額による減額でございます。 

次に議案第６号「平成２０年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３号）」でございます。 

これは歳入歳出それぞれ、２３億３，２５５万７千円を減額し、歳入歳出の総額を５９

６億５，６５４万７千円とするものでございます。 

歳入について、１款「市町村支出金」は、共通経費、保険料、療養給付費の市町村負担

金の減額でございます。 

２款「国庫支出金」は、保険給付費の見込み、保健事業費などの変更等により負担金・

補助金を減額しておりますが、高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金を４億９，３５８

万８千円増額しております。 

３款「県支出金」は、保険給付費の見込みによる減額ですが、保健事業費県補助金につ
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いては、国と同額の財政支出を受けることになり、２，４７５万６千円増額するものでご

ざいます。 

４款「支払基金交付金」は、保険給付費減による１１億１，４５３万７千円の減額でご

ざいます。 

５款「特別高額医療費共同事業交付金」は、国民健康保険中央会が行う特別高額医療費

共同事業からの交付金で、２４０万４千円の減額でございます。 

８款「繰入金」は、後期高齢者医療制度臨時特例基金からの繰入金で、６，４５０万円

の減額でございます。 

１１款「諸収入」は、預金利子、第三者納付金による収入を見込み２，３８２万２千円

の増額でございます。 

歳出について、１款「総務費」は、一般管理費、趣旨普及費、賦課徴収費など、不用額

が生じる見込みのある経費について、減額するものでございます。制度の見直しによる標

準システムの改修事業に係る経費として１，４９１万４千円を増額しておりますが、これ

は国の補助金を受けて国保中央会へ支払う負担金でございます。 

２款「保険給付費」は、保険給付の２０年度の見込みによるもので、総額２９億５７３

万５千円の減額でございます。 

４款「特別高額医療費共同事業拠出金」は、２４０万４千円の減額でございます。 

５款「保健事業費」は、健康診査の受信者が当初を下回る見込みで、1 億５，６０７万

３千円の減額でございます。 

７款「基金積立金」は、２１年度の保険料軽減補填相当額を、後期高齢者医療制度臨時

特例基金に４億９，３５８万８千円積立てるものでございます。 

１０款「予備費」は、保険給付費の減による保険料負担の留保部分で３億３１７万４千

円の増額でございます。 

また、第２条「債務負担行為」は、後期高齢者医療診療報酬審査支払業務について、あ

らかじめ契約者を医療機関等に周知する必要がありますので、債務負担行為を設定するも

のでございます。 

次に議案第７号「平成２１年度鳥取県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」でござい

ます。 

これは、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ、５，０４９万６千円とするものでござ

います。 

歳入の主なものとして、１１款「分担金及び負担金」は市町村からの共通経費負担金で、

５，０４９万３千円を計上しております。 

歳出につきましては、まず第１款「議会費」でございますが、これは広域連合議会の運

営等の経費として、総額１１９万６千円を計上しております。 

次に２款「総務費」でございますが、これは主に広域連合の運営に必要な一般管理費、

総務課所属の職員６名の人件費、選挙管理委員会及び監査委員の経費等として総額４，８

８０万円を計上しております。 

３款「予備費」は、不測の事態に対応するため、５０万円を計上しております。 

次に議案第８号「平成２１年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

予算」でございます。 

これは、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ７１０億９，８６０万５千円とするもので

ございます。 
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まず歳入につきまして、１款「市町村支出金」は、市町村からの共通経費分賦金をはじ

め、保険料等負担金、療養給付費負担金で１１４億３，５０６万３千円を計上しておりま

す。 

２款「国庫支出金」は、療養給付費負担金、高額医療費負担金、調整交付金、後期高齢

者医療制度事業費補助金、保健事業費国庫補助金で２３３億２，６８３万円を計上してお

ります。 

３款「県支出金」は、療養給付費負担金、高額医療費負担金、財政安定化基金交付金、

保健事業費県補助金で、５７億６，１５６万９千円を計上しております。 

４款「支払基金交付金」は、２９３億８，１９４万６千円を計上しております。 

５款「特別高額医療費共同事業交付金」は、５０６万円を計上しております。 

６款「財産収入」は、後期高齢者医療制度臨時特例基金利子で、７１万７千円を見込み、

計上しております。 

８款「繰入金」は、後期高齢者医療制度臨時特例基金からの繰入金で、４億８，１７８

万８千円を計上しております。 

９款「繰越金」は、６億９，５５６万３千円を見込み、計上しております。 

１０款「県財政安定化基金借入金」は、費目設定の１千円でございます。 

１１款「諸収入」では、延滞金、預金利子、第三者納付金等、１，００６万８千円を計

上しております。 

次に歳出についてでございます。 

１款「総務費」でございますが、職員９名及び嘱託職員２名の人件費、標準システムの

管理費、被保険者をはじめ住民等のご意見を伺う懇話会の運営経費、広報活動の経費など

総額２億１，８１７万７千円を計上しております。 

２款「保険給付費」ですが、これは療養給付費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費

など被保険者に対する給付及び審査支払機関に委託する診療報酬審査の手数料、高額療養

費、葬祭費などで総額７０２億１，９２６万５千円を計上しております。 

３款「県財政安定化基金拠出金」は、医療費の予想を超える増加や保険料の納付が見込

みよりも大幅に少なかった場合に対応するため、法律に基づき国、県、広域連合が３分の

１ずつ拠出して県の財政安定化基金に積立てるもので、５，８７１万４千円を計上してお

ります。 

また、この基金については、平成２０年度から６年間かけて積立てるものです。 

４款「特別高額医療費共同事業拠出金」は、国民健康保険中央会が行なう特別高額医療

費共同事業への拠出金として、５０６万円を計上しております。 

５款「保健事業費」は、２億４，１２８万４千円ですが、これは、後期高齢者に対する

健診等を行なう事業に関する経費でございます。健診事業については、努力義務でありま

すが、２０年度に引き続き国、県、市町村からの財政支援を受けながら、各市町村へ事務

を委託して実施する予定でございます。 

７款「基金積立金」は、基金で生じる利子を積立てるものでございます。 

８款「公債費」は、一時借入金利子９３４万５千円を計上しております。 

９款「諸支出金」は、保険料還付金、還付加算金など、６６２万４千円を計上しており

ます。 

１０款「予備費」は、３億３，９４１万９千円を計上しております。 

なお、全体として平成２０年度と比較すると、９１億６，９５９万９千円の増額となっ
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ておりますが、これは、２１年度から保険給付の支払が１２か月分となることから保険給

付費を増額して計上したためのものでございます。 

最後に、第２条「一時借入金」は、一時借入金の借入の最高額を２２億円と定めるもの

でございます。 

以上、概略の説明をいたしましたが、慎重にご審議の上、ご議決をいただきますようよ

ろしくお願いします。 

 

[竹内功 広域連合長 降壇] 

 

休 憩 

 

【中島規夫 議長】 

しばらく休憩します。（午後２時２６分 休憩） 

 

再 開 

 

【中島規夫 議長】 

ただいまから会議を再開します。（午後３時４９分 再開） 

 

日程第８ 平成２０年陳情第９号及び平成２１年陳情第１号 

【審査結果の報告、質疑、討論、採決】 

 

【中島規夫 議長】 

日程第８、平成２０年陳情第９号「後期高齢者医療制度による被扶養者の軽減措置等に

ついて」及び平成２１年陳情第１号「後期高齢者医療制度被保険者への資格証明書交付に

ついての陳情書」以上２陳情を一括して議題とします。 

委員会審査報告書が提出されています。 

委員長の報告を求めます。 

中村議会運営委員長。 

 

[中村昌哲 議会運営委員長 登壇] 

 

【中村昌哲 議会運営委員長】 

議会運営委員会の報告をいたします。 

本定例会において議会運営委員会に付託された陳情につきまして、慎重に審議をいたし

ました結果について、ご報告させていただきます。 

まず、平成２０年陳情第９号については、国民健康保険の場合は従来から一定の負担が

あったのに対し、健康保険等の被扶養者の場合は全く負担がなかったもので、２年間とい

う限られた期間であり、軽減措置を設けることは必要であるという理由から、全会一致で

不採択とすることに決定いたしました。 

次に平成２１年陳情第１号については、制度を運営していく上で、全員に保険料を納付

してもらうことは重要で、未納の人に対する対策は必要であり、法律にも決まっているこ
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とであるので、原則として資格証明書を交付しないということは問題である。また交付に

当たっては滞納者の状況把握、納付相談等をしっかりしながら行い慎重にすべきであるが、

審査会まで設ける必要はないと考えるという理由から、全会一致で不採択とすることに決

定しました。 

以上で、議会運営委員会に付託されました陳情に関する審査報告を終わります。 

 

[中村昌哲 議会運営委員長 降壇] 

 

【中島規夫 議長】 

これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

討論なしと認めます。 

これより平成２０年陳情第９号「後期高齢者医療制度による被扶養者の軽減措置等につ

いて」及び平成２１年陳情第１号「後期高齢者医療制度被保険者への資格証明書交付につ

いての陳情書」以上２陳情を一括して採決します。 

おはかりします。 

２陳情に対する委員長報告は、不採択です。 

２陳情について、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

ご異議なしと認めます。 

したがって、２陳情は委員長報告のとおり決定されました。 

 

日程第９ 議案第１号から議案第８号 

【質疑、討論、採決】 

 

【中島規夫 議長】 

日程第９、議案第１号「鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部改正について」から議案第８号「平成２１年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計予算」まで以上８案を一括して議題とします。 
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これより８案に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

質疑なしと認めます。 

おはかりします。 

８案については委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

ご異議なしと認めます。したがってそのように決定されました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

討論なしと認めます。 

これより議案第１号「鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一

部改正について」から議案第８号「平成２１年度鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計予算」まで以上８案を一括して採決します。 

おはかりします。 

８案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

ご異議なしと認めます。 

したがって、８案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０ 議案第９号 

【提案理由説明、質疑、討論、採決】 

 

【中島規夫 議長】 

日程第１０、議案第９号「鳥取県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につき議会の

同意を求めることについて」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

竹内広域連合長。 

 

[竹内功 広域連合長 登壇] 
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【竹内功 広域連合長】 

議案第９号「鳥取県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につき議会の同意を求める

ことについて」を説明させていただきます。 

代表監査委員であった山名哲彌氏の辞職により、現在、監査委員が欠員となっておりま

す。ついては、湯梨浜町の上山郁雄氏を監査委員に選任いたしたく、ここに提案するもの

であります。 

上山郁雄氏は、湯梨浜町の監査委員でもあり、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、

事業の経営管理その他行政運営に関して優れた見識をお持ちであり、立派に職責を果たし

ていただけるものと確信しております。 

議員の皆様のご同意をいただきますようよろしくお願いします。 

 

[竹内功 広域連合長 降壇] 

 

【中島規夫 議長】 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

【中島規夫 議長】 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

（「なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

討論なしと認めます。 

これより議案第９号「鳥取県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につき議会の同意

を求めることについて」を採決します。 

おはかりします。 

本案について同意することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

ご異議なしと認めます。したがって、本案は同意することに決定されました。 

 

日程第１１ 議会閉会中の継続調査申し出 

 

【中島規夫 議長】 

日程第１１、議会閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。 

お手元に配付のとおり、議会運営委員長から議会閉会中の継続調査申し出がありました。 

おはかりします。 
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議会運営委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続調査とすることにご異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」というものあり） 

 

【中島規夫 議長】 

ご異議なしと認めます。したがってそのように決定されました。 

 

閉 会 

 

【中島規夫 議長】 

以上で本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了しました。 

これで、平成２１年第１回鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会します。（午

後３時５６分 閉会） 
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